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第３５回新発田市入札監視委員会審議概要 

 

開催日及び場所 平成２７年１０月２７日（火）新発田市役所別館２階会議室 

内   容 

・あいさつ 

・議事 

（１）抽出工事等の審議について 

（２）第３６回委員会開催に伴う抽出委員の指定について 

（３）その他 

委   員 

（委員数５名） 

（出席数５名） 

委員長 山田 耕太 （大学教授） （出席） 

委員  八木 庸一 （税理士）  （出席） 

委員  氏家 信彦 （弁護士）  （出席） 

委員  杉原 陽子 （公募委員） （出席） 

委員  大越 真奈美（公募委員） （出席） 

審議対象期間 平成２７年５月１日～平成２７年８月３１日 

抽出案件 １２件（対象工事総件数１４８件） 

 

制限付 

一般競争入札 
６件 

・教受第１０号 

 二葉小学校プール新築（機械設備）工事 

・教受第１８号 

五十公野共同調理場新築（空調設備）工事 

・教受第１７号 

五十公野共同調理場新築（衛生設備）工事 

・道新第９号 

古太田川左岸線改良工事 概算設計（全体） 

・集羽補第３号 

農集排羽津管路施設その２５工事 

・改老第２号 

老朽管更新事業その１１６工事 

公募型 

指名競争入札 
０件  

通常 

指名競争入札 
０件  
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随意契約 ６件 

・建公第５号 

紫雲の郷館シャワー系統給湯配管改修工事 

・建教第３号 

生涯学習センターエレベーターＰＬＣ交換工事 

・簡第７号 

板山第２配水場インバータ取替工事 

・配水第４号 

三光増圧ポンプ場インバータ取替工事 

・配水第２号 

 小舟渡３号ＮＳモーター・ポンプ分解整備工事 

・浄水第１号 

 江口浄水場沈殿池ドレン弁取替工事 

委員からの意見・質

問、それに対する回答 
 別紙のとおり 

委員会による意見の

具申内容 
特になし 

その他 傍聴者３名 



意 見 ・ 質 問 回  答 
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１ 開会 

 

２ あいさつ 

 

３ 議事 

 

（１） 抽出工事等の審議について 

 

○随意契約６件について 

 

（建公第５号 紫雲の郷館シャワー系統給

湯配管改修工事） 

 

・随意契約とした理由が、緊急性を要したた

めとのことであるが、抽出事案説明書の「上

記資格を設定した経緯・理由（設定の考え）」

欄を読んだだけでは緊急性がわからない。 

他の５件と違い、この案件だけが緊急性を必

要とし制限付一般競争入札に付さないとし

ている。最初に建築課の方から説明があった

ので、漏水や腐食で緊急性を要したことが理

解できたが、そのことを説明書にも記入して

欲しかった。 

 またこの案件だけ契約金額と予定価格が 3

万円くらいしか差がない。落札率も高いが何

か理由があるのか。 

  

・この案件は特殊であり、要は緊急性がある

から随意契約をしたということであるが、定

期的に補修をすれば緊急性を要しないため、

随意契約の必要はなかったということか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・契約金額と予定価格、落札率については特

に理由はない。偶然だと思う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・紫雲の郷は入浴施設である。漏水、腐食の

ため早急にということで観光振興課から建

築課に依頼したもの。停止期間は１ヶ月くら

いでとの申し出があり、その関係で緊急性を

要したという経緯もある。 

定期的に点検は行っているが、そのときに

は特に補修の必要はなかった。この施設は築

１０年を経過し、実質的に機械設備を全面的

に取り換える時期でもある。温泉施設である

ので通常のものより劣化が早い。 
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（簡第７号 板山第２配水場インバータ取

替工事） 

（配水第４号 三光増圧ポンプ場インバー

タ取替工事） 

 

・この２つの案件については、もともとこの

業者が納品した設備なのか。 

 

 特許などの関係で１者だけということか。 

  

  

 

 

そうなると、特許の関係や技術的な面など

から、こういった工事は一旦業者さんが納品

すると、その業者と随意契約することが多い

のか。要は他者が入りこめないということ

か。 

 

（その他） 

 

・見積合わせは３者くらいで行うのか。 

 

 

 

特殊なものであれば、特殊製品等を扱っ

ている会社に見積りをお願いするという

ことか。 

 

 

例えば水道局の簡第７号や配水第４号

のように、ポンプや特殊なものはその後の

メンテナンス等の関係で、ひとつの業者に

決まってくるのか。 

 

 今回の水道局の案件は特殊であるので

１者に決まったということか。 

 

 

 

 

 

 

・納品業者は違う。この業者は製品を作って

いる会社の代理店である。 

 

 そういうことである。またこの工事をして

いる間、断水をしなければならず、その期間

を短くするために随意契約にするという経

緯もあった。 

 

その様になる。 

 

 

 

 

 

 

 

・随意契約の場合でも一般競争入札の場合で

も、見積りが必要な場合には３者程度見積り

をとり、それによって設計単価を算出する。 

 

 そうである。例えばアルミサッシであれば

アルミサッシを取り扱っている業者を３者

くらいピックアップし、平均や一番低い価格

を参考にして設計額を算出している。 

  

一般のものであれば規格に合っていれば

よい。特殊な機械は別であるが、最初の段階

からメーカー指定というケースはない。 

 

 

配水場やポンプ場の機械は、他者のものも

もちろん納品されている。 

当初の入札では当然メーカー指定はなく、
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○制限付一般競争入札６件について 

 

・まず公募ランク、請負者ランクＡ、Ｂ、Ｃ

とはどういうことか説明して欲しい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・総合評価落札方式について説明して欲し

い。 

 

 

規格に合えば、例えば東芝であろうがパナソ

ニックであろうが、ソニーであろうがどこで

も参加できる。ただ納品されてからのメンテ

ナンスとなると１者に決まってくることが

ある。 

 

 

 

・当市では、土木一式工事、建築一式工事、

管工事、電気工事の４種についてはそれぞれ

Ａ、Ｂ、Ｃというランクを設けている。 

土木一式工事では、４，０００万以上の工

事はＡ、１，０００万から４，０００万まで

をＢ、１，０００万以下をＣとしている。 

建築一式工事については５，０００万以上

をＡ、３，５００万から５，０００万までを

Ｂ、１，０００万から３，５００万までをＢ

又はＣと混合にしている。１，０００万未満

はＣランクの業者としている。 

電気工事と管工事では２，０００万以上を

Ａ、またＢ、Ｃの業者数が若干少ない関係も

あり、５００万から２，０００万までをＡ又

はＢとしている。５００万未満はＢ又はＣと

している。 

請負者のＡ、Ｂ、Ｃのランク付けについて

は、２か年ごとに各業者から入札参加の申込

を受け付ける。工事の出来高等が記載された

業者ごとの成績表のようなものがあり、それ

をもとに、その他地元の従業員をどれだけ雇

用しているか、市民の雇用状況、ハッピーパ

ートナーへの登録等の加点を含めて点数付

けをし、それぞれの業者をＡ、Ｂ、Ｃランク

に格付けしている。 

 

・一般的には一般競争入札を主流でやってい

る。一般競争入札は、価格で競争するもので

あり、最低制限価格が定めてあるものであれ

ば、予定価格と最低制限価格範囲の中で競争
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・価格の評価は８０％や、８５％だったりす

るのか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・逆転はあるのか。 

 

 

 

 

・総合評価落札方式の割合は増えているか。 

 

 

 

（教受第１８号 五十公野共同調理場新築

（空調設備）工事） 

（教受第１７号 五十公野共同調理場新築

してもらうものである。 

 総合評価落札方式は、価格競争に技術評価

の部分を加えて総合的に点数化し、一番良い

点数を取った業者と契約する方式である。 

 品確法基本理念の第３条２項の中で、「公

共工事の品質は経済性に配慮しつつ価格以

外の多様な要素をも考慮し、価格及び品質が

総合的に優れた内容の契約がなされること

により、確保されなければならない。」と謳

われている。それを具現化する一つの形とし

て総合評価方式があり、また全国的に総合評

価方式拡大への取り組みを行っている。 

 

・各自治体によって少しずつ点数の割合は違

うが、当市では実績型については価格評価点

を最高８５点、技術評価点を１５点としてト

ータルで１００％となるようにしている。 

 また実績型と提案型というものがあり、提

案型は公告時に３点ほど質問をし、その回答

を「簡易な施工計画」という形で提出しても

らい、それについても点数化する。提案型に

ついては価格評価点が８０点、技術評価点が

２０点ということで、若干技術評価点の割合

を上げている。それは実績だけでなく簡易な

施工計画にも点数を与えるためである。 

 

・今回抽出された３件についてはないが、今

年度の中では何件かあり、また昨年は６件く

らい逆転があった。価格は少し高いが、技術

評価点が良かったために逆転して落札した。 

 

・少しずつではあるが総合評価落札方式の件

数も拡大してきている。 
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（衛生設備）工事） 

 

・教受第１８号と教受１７号は空調設備か衛

生設備かという違いがあるが、同じ業者が落

札している。技術評価点は、業者ごとではな

く設備ごとに決まってくるのか。というの

は、どちらも同じ業者が落札しているが、教

受１８号の技術評価点は２．６９、教受１７

号の技術評価点は３．６９となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

たまたま今回は落札業者の同種類似工事

の実績があるかないかで点数に差があった

ということである。 

技術者が配置できるかどうかでも点数が

変わってくるということでよろしいか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・教受１８号は、落札業者にしか価格評価点

が入っていないが、２番目以降の業者に価格

評価点が入るのはどんなときか。 

 

 

・今回はどちらも企業の技術力重視の案件で

あり、同種工事の実績という項目で、衛生設

備のときは１点、空調設備のときは０点とな

っている。同種類似工事の実績があれば点数

になり、なければ点数にならない。今回は衛

生設備の同種類似工事の実績はあったが、空

調設備の方はなかったということである。 

 例えば他にも、技術者として同種類似工事

の実績があるかということも、加点の対象に

なる。会社としては実績があっても、実際に

実績のある技術者を配置できなければ点数

にならない。落札業者は、配置技術者につい

てはどちらの工事も点数が入っていない。つ

まり今回のこの２件についての１点の差は、

会社としての同種類似工事の実績があるか

ないかである。 

 同じ会社でも案件が違えば点数が変わっ

てくる。毎回審査し、点数を付けている。 

 

そうである。 

今回は企業の技術力重視型の案件で、「配

置予定技術者の能力」という項目の点数配分

は、同種工事の実績と優秀技術者表彰等の２

つがあり、１点と０．５点が付くようになっ

ている。 

 それぞれの案件によって、企業の技術力重

視型や、配置予定技術者重視型等、３パター

ンある。案件によって微妙に点数配分等が変

わってくる。 

また各自治体によって、評価の項目はだい

たい同じであるが、点数配分は変わってく

る。 

 

・今回はたまたま落札業者以外、予定価格を

超えていたので価格評価点が入らなかった。

最低制限価格と予定価格の範囲内であれば
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・本来であれば２番目の業者に何点入るの

か。計算式はあるのか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（その他） 

 

・予定価格と最低制限価格は、誰がどのよう

に決めるのか。 

 

 １人で決めるのか。 

 

 

  

設計額は３通りくらい算出してその中間

を選ぶようにして決めるのか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

どこの自治体もそれくらいのパーセンテ

ージになっているのか。 

 

 

点数は入る。 

 

・一番低い価格の業者には８５点が入るが、

その他の業者は「新発田市簡易型総合評価落

札方式施行要領・運用基準の第９条３項」に

載っている式を用いて計算する。 

 簡単に説明すると、例えば教受１８号の案

件では７２００万で落札している。予定価格

内で７３００万という業者があったとする

と、式は８５×７２００万÷７３００万とな

る。そうすると８３点くらいになり、それが

価格評価点となる。 

 

 

 

・予定価格=設計額となり、設計額は担当課

の職員が決める。 

 

 設計は１人だが担当係長、補佐等が検証

し、併せて契約検査課の検査員がチェックし

て算出する。 

 

 設計額は一つである。あくまで先ほど３通

りと言ったのは見積りを３者からとり、それ

をもとに設計内容を組むということである。

他の部分については県の単価表や物価をも

とに設計を行う。 

 最低制限価格については、設計額のうち直

接工事費はそのまま使うが、経費等について

は何パーセントかの割合をかけて出す。それ

をもとに最低制限価格というものを出す。計

算式等はホームページに載せてある。だいた

い８５％以上、９０％未満が目安になる。 

 

 国、県は最低制限価格は９１％以上を目安

にしている。当市は８５％～９０％を最低制

限価格としているが、実際は落札率が９５％

くらいであるので、特に変える必要はないと
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（２）第３６回委員会開催に伴う抽出委員の

指定について 

 

・次回の事案抽出を氏家委員に委任。 

 

 

（３）その他 

 

・特になし 

 

４ 閉会 

している。 

 

 

 


